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1 職員の任免及び職員数に関する状況

（１）　職員の任免

　平成22年度における職員の採用及び離職状況は、次のとおりです。

①　職種別採用者数

※　採用者は、平成22年4月2日～平成23年4月1日までに採用した人数です。

②　事由別離職者数

（２）　職員数の状況

①　部門別職員数と主な増減理由 （各年4月1日現在）

※　職員数には、教育長を含みます。

※　（　）内の数値は、条例定数の合計です。
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▲ 1 事務の統廃合縮小
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　　みやま市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成20年条例第1号）第6条の規定に基づ
き、みやま市の人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。
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みやま市人事行政の運営等の状況の公表について
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（単位：人）
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②年齢別職員構成の状況（平成23年4月1日現在）

　

③定員管理の数値目標及び進捗状況

集中改革プランにおける定員管理の数値目標（数・率）

※　平成25年4月1日における職員数の数値目標は、378人としております。
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～ ～

47歳

～

59歳

～

51歳 55歳

計画期間

始　期

33人純減　　▲8.0％
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2 職員の給与の状況

（１） 総括

　① 人件費の状況（普通会計決算）

　②　職員給与費の状況（普通会計決算）

　　計　　Ｂ 　　　　　　　

※　職員手当には退職手当、児童手当を含みません。

※　職員数は、平成22年4月1日現在の人数です。

　③ ラスパイレス指数の状況（平成22年4月1日現在）

※ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

※ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

千円

5,7722,008,681

人 件 費 人 件 費 率歳 出 額

　　　　　　Ａ

給　 料 職員手当

一人当たり

給与費 B/A

職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

期末・勤勉手当

住民基本台帳人口

　　　　　（平成22年度末）

実 質 収 支

Ｂ／Ａ　　　　　　Ｂ

485,112

A

1,336,117

41,577

187,452348

千円 千円 千円

　　　　　　％

　　　　　千円人

　　　　　千円

年度
　22

※　人件費には、市長、議員、各種委員などの特別職の職員に支給される給料や報酬、一般職の職員に支給
　される給料や諸手当、共済組合に対する事業主負担金などを含みます。

　　　　　千円

17,234,342 3,185,522886,579

　　　　　　　千円

18.5

区　分

区　分

年度
　22

人　

100.6

102.5 

96.3

98.8

90

95

100

105

みやま市 福岡県 類似団体平均 全国市平均
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（２） 職員の平均給与月額、初任給等の状況

　① 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成22年4月1日現在）

　　　　（ア）一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　（イ）技能労務職

人 円 円 円

人 円 円 円

人

人 円 円 円

人 円 円 円

人 円 円 円

人 円 円

人 円 円 円

（注） 1

2

3

　②職員の初任給の状況（平成22年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

　③職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成22年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（注）

区　　　　　分

320,499

（国ベース）

348,314

―

―

福岡県

137,500

140,100

284,514

299,737

144,500

みやま市

経験年数17年

424,719

国

172,200

51.6歳

49.3歳

277,954

高　校　卒

平均給料月額

みやま市

うち自動車運転手

45.9歳

39.9歳

＊

うち清掃職員

平均給料
月額

327,906

平均給与月額
平均給与月額

388,578

395,666

平均
年齢

職員数

325,57941.9

349,183

―

43.6

福岡県

うち学校給食員

43.3

平均年齢

※　一般行政職とは、税務職、医師職、医療技術職、看護保健職、福祉職、技能労務職、消防職、企業職を除いた職種
　のことです。

＊

平均給与月額
（国ベース）

352,886

平均給与
月額(A)

374,248

技能労務職 高　校　卒 ―

  個人情報保護の観点から、対象となる職員が1人又は2人の場合は、個人情報が特定されるため、平均年齢、
平均給料月額及び平均給与月額の欄をアスタリスク（＊）としています。

経験年数32年

144,500

331,020

298,725

大　学　卒

技能労務職

高　校　卒

うち用務員 55.9歳

48.8歳

  「平均給料月額」とは、平成22年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

345,953 377,182

322,291

310,712

422,900

397,774

28

3

913

3,955

類似団体

みやま市

35

3

1

239,833

福岡県

45.0歳

区　　　　分

国

区　　分

400,136

144,500

類似団体

＊

一般行政職

高　校　卒

国

――

354,500

300,600

351,800

410,900

29

経験年数11年

  「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの
すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。
　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等
の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

区　　分

367,072325,40041.6

435,509

一般行政職
大　学　卒 172,200 178,800

技能労務職は比較対象となる職員数に達していないため記載していません。

366,379

426,500

375,440 365,680

319,666

361,915

378,966

＊
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（３）一般行政職の級別職員数等の状況

　①一般行政職の級別職員数の状況（平成22年4月1日現在）

※　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

（注）平成１８年に８級制から７級制に変更しています。

　②昇給への勤務成績の反映状況

　職員の能力や経歴、勤務成績等を総合的に判定することを通じて、人事異動や昇任等を行い、適材
適所の徹底に努めています。
　今後、「人材育成基本方針」に基づき、昇給等への勤務成績が反映される新たな人事評価制度の導
入を検討していくこととなるため、現時点では、昇給への反映は行っていません。

人

人 5.3%

2.5%

構成比

4.1%課長補佐、参事、課長

主任主事

主査、主幹

8.6%２　級

主事１　級

主任主査、主幹、係長 34.0%

人6

94

21

13

※　みやま市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

６　級

職員数

７　級

区　　分

人

標準的な職務内容

部長

４　級

参事、課長

人

83 人

38.5%３　級

５　級 人

7.0%17

10

１級, 5.3% １級, 4.4%

２級, 8.6% ２級, 11.2%

３級, 38.5% ３級, 33.6%

４級, 34.0% ４級, 35.2%

５級, 4.1% ５級, 5.6%

６級, 7.0% ６級, 7.6%
７級, 2.5% ７級, 2.4%
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100%

平成２２年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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（４）職員の手当の状況

　① 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（平成22年度支給割合） （平成22年度支給割合） （平成22年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　5～20% ・役職加算　5～20%

・管理職加算　10～25% ・管理職加算　10～25%

※　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務実績への反映の状況（一般行政職）

　② 退職手当

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

  ・定年前早期退職特例措置（2～20%加算）

※退職手当の１人当たり平均支給額は、平成22年度に退職した職員に支給された平均額です。

　③ 地域手当

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

　④ 特殊勤務手当

千円

　円

　％

　職員の能力や経歴、勤務成績等を総合的に判定することを通じて、人事異動や昇任等を行い、適材
適所の徹底に努めています。
　今後、「人材育成基本方針」を策定し、昇給等への勤務成績が反映される新たな人事評価制度の導
入を検討していくこととなるため、現時点では、支給率への反映は行っていません。

支給実績　（22年度決算） 385

59.2859.28

384,520

支給対象地域

支給職員１人当たり平均支給年額　（22年度決算）

  ・定年前早期退職特例措置（2～20%加算）

支給率 支給対象職員数

みやま市 3470

国の制度（支給率）

867

12.5

１　種類

主な支給対象職員

33.5

0

左記職員に対する支給単価

59.28

一回　２００円

主な支給対象業務

・役職加算　5～15%  

1,586

41.34 41.34

47.5

59.28

30.55

み　　や　　ま　　市

2.60

0.65 1.45

23.5

1.45

1.35

み　　や　　ま　　市

2.60

1,392

消防職員

支給実績　（22年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合　（22年度）

20,163

1.35

支給職員１人当たり平均支給年額　（22年度決算）

救急出動業務

手当の名称

手当の種類（手当数）

救急出動手当

福　　　　岡　　　　県

―

0.65

国

30.5523.5

0.65

2.60

国

26,194千円

1.35

1.45

１人当たり平均支給額（平成22年度決算見込）１人当たり平均支給額（平成22年度）

33.5

59.28

59.28

１人当たり平均支給額

福岡市 10 1 10

47.5
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　⑤ 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

　⑥ その他の手当

円

円

円

円

円

円

円

円

俸給の特別
調整額とし
て支給

548,843

340,20315,309

20

61

1回につき
6,000円

支給実績（22年度決算）

国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容

千円

63,311

54,215

56,509

支給実績
（22年度決算）

支給職員1人当たり
平均支給年額

132,402千円

同じ

職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）

休日等において正規の
勤務時間中に勤務する
ことを命ぜられた職員
勤務1時間当たりの給
与額×135～160/100

48,125

交通用具使
用者は5㎞
未満で支給
額が異なる
（5㎞以上
は同じ）

千円

182

支給実績（21年度決算）

配偶者13,000円
被扶養者1人につき
6,500円（配偶者のな
い場合は1人のみ
11,000円、16歳から22
歳までの被扶養者はさ
らに5,000円加算）

15,289

異なる

・交通機関等利用者に
対し月額55,000円を限
度に支給
・交通用具利用者に対
し通勤距離に応じて
2,600円～24,500円を
支給

264,423

23,832

扶養手当

異なる

職員１人当たり平均支給年額（21年度決算）

千円

正規の勤務時間として
22時から翌5時までの
間に勤務することを命
ぜられた職員
勤務1時間当たりの給
与額×25/100

内容及び支給単価

同じ

・持ち家月額　2,500
円
・家賃支払者最高限度
額
　27,000円

住居手当

通勤手当

夜間勤務手当

管理又は監督の地位に
ある職員
給料月額の10％～13％

同じ休日勤務手当

宿直勤務又は日直勤務
を命ぜられた職員
1回につき4,200円

異なる

管理職員が、臨時又は
緊急の必要その他の公
務の運営の必要により
週休日又は休日等に勤
務した場合
1回につき4,000円

84,561千円4,228

10,000

8,700宿日直手当

管理職員
特別勤務手当

千円

千円

千円15,916

159

管理職手当

国は持家居
住職員の手
当を廃止

手　当　名
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（５）特別職の報酬等の状況（平成２２年４月１日現在）

（参考）類似団体における最高／最低額

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

　　（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

880,000円×在職年数×510/100      17,952,000円

710,000円×在職年数×300/100       8,520,000円

任期毎

　　（22年度支給割合）

　　（22年度支給割合）

市
長

期
末
手
当

議 員

副 議 長

1,010,000

6月期　1.40月分　　　12月分　　　1.6月分　　　　　計　3.00月分

710,000

660,000

404,000

603,500

880,000

報

酬

副 市 長

給

料

副 議 長

議 員

議 長

市
長

議 長

副 市 長

6月期　1.40月分　　　12月分　　　1.6月分　　　　　計　3.00月分

455,000

347,500

385,000

440,000

220,000

800,000

区 分

234,000

400,000

給 料 月 額 等

495,000 274,000452,000

※　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。                         

退
職
手
当

備　　　　考

任期毎

※　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）勤めた場合
　における退職手当の見込額です。

副 市 長

市
長

※　市長、副市長及び議員の期末手当の基礎額は、給料又は報酬の月額に15％加算した額です。
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3 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間等

一般的な職員の勤務時間、休憩時間等は次のとおりです。

※　交替制勤務など、勤務の特殊性により、上記の勤務時間により難い場合は、別に定めています。

（２）週休日及び休日

　※　祝日法による休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日です。

　※　交替制勤務など、勤務の特殊性により、上記の勤務時間により難い場合は、別に定めています。

（３）休暇

（４）育児休業及び部分休業

平成22年度における取得状況は、以下のとおりです。

―

※上段は平成22年度に新たに育児休業
（部分休業）を取得した職員の人数、下
段には育児休業（部分休業）の期間が平
成21年度から平成22年度にかけて引き続
いている職員の人数を表示しています。

0

0

男性職員

女性職員

計
11

9

0

0

育児休業
取得者数

11

9

うち両休業
取得者数

部分休業
取得者数

1週間の
勤務時間

　職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇があります。
　特別休暇とは、特定の事由に基づいて認められるもので、選挙権の行使、結婚、出産等に伴う休暇
です。
　なお、市長部局に属する職員（技能労務職員を除く。）の平成22年1月1日～同年12月31日における
年次有給休暇の平均取得日数は、14.6日です。

　育児休業及び部分休業は、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進す
るとともに、行政の円滑な運営に資することを目的とした制度で、3歳未満の子を養育する場合に、
任命権者の承認を得て休業又は1日の勤務時間の一部について勤務しないことができるものです。
　次世代育成の観点から、男性の積極的な育児参加が特に求められている中、みやま市においても、
各任命権者が職員の子どもたちの健やかな育成のための計画（特定事業主行動計画）を策定し、育児
休業等の制度周知の徹底と取得しやすい環境整備を図っていくこととしています

　週休日とは、原則として毎週日曜日及び土曜日を、また、休日とは祝日法による休日及び年末年始
（12月29日から翌年1月3日までの日（祝日法による休日を除く。））をいいます。

38時間45分 7時間45分

1日の
勤務時間 始業

勤務時間の割振り

休憩時間終業 休息時間

12時15分～13時

　職員の勤務時間その他勤務条件については、国・県及び他の地方公共団体の職員との均衡等を考慮し
て、
条例等で定めています。

8時30分 17時
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4 職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分の状況

　平成22年度における分限処分の状況は次のとおりです。

（単位：　人）

（２）懲戒処分の状況

　平成22年度における懲戒処分の状況は次のとおりです。
（単位：　人）

5 職員の服務の状況

6 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（１）職員の研修の状況

人

人

人

人

人

人

（２）勤務成績の評定の状況

職場外研修

0

　職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全
力を挙げてこれに専念しなければならないこととされています。
　また、職員には、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守
る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限を
遵守することが求められています。
　みやま市においては、こうした公務員としての服務規律の確保や綱紀の粛正について、必要に
応じて職員へ周知を図るとともに、職員倫理条例を制定し、職員の倫理の保持に努めています。

00合　　　　　計 0

0 0

　懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規
律と秩序を維持することを目的として行う処分のことです。

1 1

刑事事件に関し起訴された場合

1

研　　修　　名　　等

全体の奉仕者たるにふさわしくない非
行のあった場合

0 0 0

法令に違反した場合 0

0

0

区　　分

0

0

0

0

職務上の義務に違反し又は服務を怠っ
た場合

0

0

区　　　分 戒告

職に必要な適格性を欠く場合 0

0 0 0

0 0

減給 停職

合計

0 0

免職 合計

0

0 0 0 0

0

1

勤務実績が良くない場合

降任 免職 休職

0

0 0 1

合　　　　　計 0 0

区　　　分

0

職制、定数の改廃、予算の減少により
廃職、過員を生じた場合

心身の故障の場合

0 0

42

消防学校、救命士研修所

新任課長等研修 5

27

　任命権者は、公務能率を増進させることを目的に、職員の執務について定期的な勤務成績の評定を
行い、その評定の結果に応じた措置を講ずることとされています。
　職員の能力や経歴、勤務成績等を総合的に判定することを通じて人事異動や昇任等を行い、適材適
所の徹底に努めています。
　今後、職員一人ひとりが自己成長を実感し、目標達成によるやる気とチャレンジ精神の喚起を図る
新たな人事評価制度の導入を検討します。

職場研修

23

研修所研修
（市町村職員研修所）

　分限処分とは、職員が一定の事由によってその職責を十分に果たすことができない場合に、本
人の意に反して、公務能率を維持することを目的として行う処分のことです。

受講者数 備　　考

一般研修

専門研修・特別研修

新規採用職員研修

派遣研修

6

市町村職員中央研修所
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7 職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）職員の福祉の状況

　①職員の安全衛生管理

　②職員の健康管理

　③職員の福利厚生

（２）職員の利益の保護の状況

8 みやま市公平委員会からの業務の報告

（１）勤務条件に関する措置の要求の状況

　①係属の状況

　②審査の状況

（２）不利益処分に関する不服申立ての状況

　①係属の状況

　②審査の状況

事案名 審査等の状況

平成22年度中の要求件数 平成22年度中の処理件数 平成23年度への繰越件数

― ―

平成22年度中の要求件数 平成22年度中の処理件数 平成23年度への繰越件数

事案件数 0 0 0

― ―

事案件数 0 0 0

事案名 審査等の状況

　職員の利益は、勤務条件に関する措置要求制度及び不利益処分に関する不服申立て制度によって保
護されています。
　勤務条件に関する措置要求制度は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して
地方公共団体の当局により適正な措置が執られるべきことを要求する制度であり、また、不利益処分
に対する不服申立て制度は、不利益な処分を受けた職員が公平委員会に対して不服申立てを行うこと
を認める制度です。
　これらの制度の状況は、８　みやま市公平委員会からの業務の報告（1）・（2）のとおりです。

　職員の福利厚生制度として、地方公務員法第42条の規定に基づき、みやま市職員互助会を設置し、
職員の元気回復、職員に対する慶弔金や見舞金の給付その他福利厚生に関する事業を行っています。
この職員互助会は、職員の会費及び市の負担金（負担割合1:1、負担金額10,856千円）などで運営さ
れています。
　また、職員の共済制度は、福岡県市町村職員共済組合に加入し、地方公務員等共済組合法に基づ
き、職員と市において分担拠出する財源により、短期給付事業（医療関係等）、長期給付事業（年金
関係）、福祉事業（健康保持増進事業等）を行っています。これらは、厚生年金、国民年金、健康保
険及び国民健康保険と同様に社会保険制度の一環とされています。

　労働安全衛生法に基づき、事業者責任として職員の健康管理状態を把握し、健康障害や疾病の早期
発見を行うため、全職員を対象に健康診断を実施しています。

　職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を推進するために、労働安全衛生
法に基づき、安全衛生管理体制の整備を行い、安全衛生活動の推進に努めています。
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